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介護医療院栞の郷 入所利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 介護医療院栞の郷（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定された入所者（以下「入所者」

という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように介護医療院サービスを提供し、一方、利用者、身元引受人及び連帯保証人は、

当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的と

します。 

（適用期間） 

第２条 本約款は、入所者・身元引受人・連帯保証人が入所利用同意書・連帯保証書に連署して当施設に提

出した時から効力を有します。但し、身元引受人及び連帯保証人に変更があった場合は、新たに入所

利用同意・連帯保証書を当施設に提出します。 

  ２ 入所者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙 1「介護医療院栞の郷のご案内」別紙 2「介護医療

院サービスについて」別紙 3「個人情報の利用について」の改定が行われない限り、初回入所時の利

用同意書・連帯保証書の提出により本契約に基づき当施設を利用することができます。    

（入所者からの解除） 

第３条 入所者と身元引受人は、当施設に対し、予め 30 日前に当施設所定の書面により予告して本契約を解

約することができます。 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、入所者及び身元引受人、連帯保証人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所

利用を解除・終了することができます。 

① 入所者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

②  当施設において定期的に実施されるサービス担当者会議において、退所して居宅において生活が 

できると判断された場合 

③ 入所者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護医療院サービスの提供を超え

ると判断された場合 

④ 入所者及び身元引受人、連帯保証人が、本約款に定める利用料金を滞納し、督促したにもかかわ

らず２週間以内に支払われない場合 

⑤ 入所者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信

行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができ

ない場合 

（利用料金） 

第５条 入所者及び身元引受人、連帯保証人は連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護医療院施設サ

ービスの対価として、別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び入所者が

個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。 

２ 当施設は、入所者及び身元引受人、連帯保証人に対し、前々月料金の合計額を、毎月末日頃までに

請求し、入所者及び身元引受人、連帯保証人は連帯して、当施設に対し、当該合計額をその翌月の 

１０日までに支払うものとします。 

３ 当施設は、入所者又は身元引受人、連帯保証人から、第１項に定める利用料金の支払いを受けたと

きは、入所者若しくは身元引受人、連帯保証人に対して、領収書を発行します。 

  ４ 連帯保証人の保証上限額は１００万円とします。 

（記  録） 

第６条 当施設は、入所者の介護医療院サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後５年

間保管します。 
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２ 当施設は、入所者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。但

し、身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、入所者の書面による承諾を得

た場合、その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

 謄写費用は当施設が定める料金とし資料者等の負担とします。 

（身体の拘束等） 

第７条 当施設は、原則として入所者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急や

むを得ない場合は、担当医師が判断し、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行うことがあ

ります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむ

を得なかった理由を身元引受人に十分説明し診療録に記載します。 

（秘密の保持） 

第８条 当施設とその職員は、業務上知り得た入所者又は身元引受人、連帯保証人若しくはその家族等に関

する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 

２ 前項の規定にかかわらず、但し、次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務と

して明記されていることから、情報提供を行うこととします。 

① 介護保険サービス提供に関する事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業者、その他の介護保険事業者との連携。 

③ 入所者が偽り、その他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知。 

④ 入所者に病状の急変が生じた場合等の医師への連絡等。 

⑤ 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合、入

所者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

⑥ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時の安否情報等の提供） 

  ３ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

（緊急時の対応） 

第９条 当施設は、入所者に対し、担当医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又

は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、入所者に対し、当施設における介護医療院サービスでの対応が困難な状態、又は、専門

的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

３ 前２項のほか、入所中に入所者の心身の状態が急変した場合、当施設は入所者または身元引受人が

指定する者に緊急に連絡します。 

（事故発生時の対応） 

第 10 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は入所者に対し必要な措置を講じます。 

  ２ 担当の医師の医学的判断により専門的な医療が必要と判断された場合、協力医療機関、協力歯科医

療機関又は専門的機関での診療を依頼します。 

  ３ 前２項の場合、当施設は入所者または身元引受人が指定する者、及び保険者の指定する行政 

機関に対して速やかに連絡します。 

（要望又は苦情等の申出） 

第 11条 入所者及び身元引受人、連帯保証人は、当施設の提供する介護医療院サービスに対しての要望又は

苦情等について、担当の看護師長、または医療福祉相談員（ＭＳＷ）に申し出ることができます。

また、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「意見箱」に投函して申し出るこ

とができます。 

     申し出のあった事項については、迅速に確認・調査を行い、その結果を申し出者（匿名者を除く） 

    に報告することとします。 

電 話 番 号 部署 内線 部署 内線 

０２５－２８６－８８１１ 
３階 ２３０ ４階 ２４０ 

相談室 ２１０・２１９  

２ 当事業所に対する苦情は、次の機関にも申立てることができます。   
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（賠償責任） 

第 12 条 介護医療院サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、入所者が損害を被った場

合、当施設は、入所者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 入所者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、入所者及び身元引受人、連帯保

証人は、連帯して、当施設に対し、その損害を賠償するものとします。 

（利用契約に定めのない事項） 

第 13 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、入所者、

身元引受人及び当施設は誠意をもって協議して定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦 情 受 付 機 関 連 絡 先（ 電 話 番 号） 

新潟市介護保険課介護給付係 ０２５  － ２２６ －  １２７３ 

新潟県国民健康保険団体連合会 ０２５ － ２８５ － ３０２２ 
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＜別紙１＞ 

介護医療院栞の郷のご案内 

                 （２０２４年４月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名    介護医療院 栞の郷 

   ・開設年月日  令和２年 ４月 １日 

      ・所在地    新潟市中央区姥ケ山２７４番地１ 

   ・電話番号   （代表）  025－286－8811  ・ファックス番号  025－286－8812 

      ・管理者名   小池 亮子 

      ・介護保険事業所番号  介護医療院（15Ｂ0100031 号） 

 

（２）介護医療院栞の郷の目的と運営方針 

施設の従業者が要介護者に対し、適正な介護医療院サービス（以下「事業」という。）を提供する

ことを目的とする施設です。 

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた

上でご利用ください。 

 

   ［介護医療院の運営方針］ 

事業の実施に当たっては、入所者の意思及び人格を尊重して、常に入所者の立場に立ったサー 

ビスの提供を努めるものとする。 

 従業者は、要介護者の心身の状況等に応じて適切な事業を提供するとともに、自らその提供す 

る事業の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける 

者の立場に立ってこれを提供するように努めるものとする。 

 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業 

者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者 

との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（３）施設の職員体制 

 

・医  師    基準に定める人数 

・看護職員 入院患者６人に対し１人以上 

・薬 剤 師 基準に定める人数 

・介護職員 入院患者４人に対し１人以上 

・医療福祉相談員 必要数 

・理学療法士  １人以上 

・作業療法士 １人以上 

・言語聴覚士 １人以上 

・管理栄養士         １人以上 

・診療放射線技師 ０．５人以上 

・事務員  必要人員数 

・介護支援専門員 １．１人以上 

 

（４）介護医療院入院定員等 

  ・定員 １０６名 

  ・療養室  個室 ２室、２人室 ８室、４人室 ２２室   
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２．サービス内容 

 ① 施設サービス計画の立案 

 ② 短期入所療養介護計画の立案 

 ③ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

   朝食   ７時３０分より 

   昼食 １２時００分より 

   夕食 １８時００分より 

④ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入院   

    利用者は、週に２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清 

拭となる場合があります。） 

 ⑤ 医学的管理・看護 

 ⑥ 介護（退所時の支援も行います） 

 ⑦ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

 ⑧ 相談援助サービス 

 ⑨ 栄養管理（栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理） 

⑩ 利用者が選定する特別な食事の提供 

 ⑪  理美容サービス（原則月２回実施します。） 

 ⑫ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありま

す。 

 

３．緊急時の連絡先 

    緊急の場合には、「入所申込書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・入院中は医師・看護師・介護職員のほか、施設職員の指示に従って規則正しい生活をつづけて 

下さい。 

・療養室内では騒音行為など他人に迷惑をかけないようにして下さい。 

・みだりに過分な間食など持込まないで下さい。 

・飲酒は出来ません。 

・寝まき、スリッパのまま施設外へ外出しないで下さい。 

・外出や外泊する場合は必ずナースステーションに申し出、所定の手続きを行って下さい。 

帰院予定時刻より遅れるときは、必ず連絡して下さい。帰院した時もその旨届出て下さい 

・盗難予防のため貴重品の取扱いには充分注意して下さい。万一事故にあわれても責任を負いか 

ねますので、必要以外の金品は所持しないようにして下さい。 

・施設内での宗教活動や、政治活動はつつしんで下さい。 

・故意または過失により建物・設備・器具・備品等に損害を与えた時はその費用を負担していた 

だくことがあります。 

・面会はご都合をつけていつでもおこし下さい。面会の際には、受付に申出て、各階のサービスス 

テーションで確認の上、面会して下さい。 

  ・ペットの持込みはできません。 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、散水栓他 

  ・防災訓練  年２回以上 
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６．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、

特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．その他 

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙２＞ 

介護医療院サービスについて 

１．保険証の確認 

  ご利用のお申込みにあたっては、ご利用希望者の介護保険証・介護負担割合証・負担限度額認定証（お

持ちの方）・医療保険証・後期高齢者医療被保険者証を確認させていただきます。 

 

２．介護医療院サービス 

    当施設でのサービスは、施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあら

ゆる職種の職員の協議によって作成されます。また、その際は、ご本人・扶養者の希望を十分に取り入れ

て内容について同意をいただくようになります。 

  ◇医療： 

   介護医療院は病状の安定した要介護者を対象としていますが、医師・看護職員が常勤していますので、

ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

 ◇介護： 

   医学的管理下の下における介護並びに日常生活上のお世話を行います。 

  ◇機能訓練： 

   機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーション効果を

期待したものです。 

  ◇栄養管理： 

  心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。  

 

３．利用料金 

（１）入所基本料金 

①施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下

は１割負担の方の１日あたりの自己負担額です。なお２割負担の方は負担額が２倍に、３割負担の方は

３倍となります） 

 

 個  室 多床室 

・要介護１ ７３１円 ８４５円 

・要介護２ ８４４円 ９５７円 

・要介護３ １，０８５円 １，１９９円 

・要介護４ １，１８９円 １，３０１円 

・要介護５ １，２８１円 １，３９５円 

                     

（２）入院加算料金（以下は１割負担の方の負担額です。２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍とな 

ります。） 

 

     ・初期加算                       ３１円 

         ・外泊時費用          ３６７円  

          ・他科受診時費用                  ３６７円 

・夜間勤務等加算Ⅲ                  １５円       

・サービス提供体制強化加算              ２３円 

・退所前訪問指導加算                           ４６７円 

     ・退所後訪問指導加算                 ４６７円 

        ・退所時指導加算                                ４０６円 
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     ・退所時情報提供加算                ５０７円 

     ・退所前連携加算                  ５０７円 

        ・訪問看護指示加算                           ３０５円 

          ・療養食加算（１食当たり）               ６円 

     ・安全体制対策加算                  ２１円（入院した月のみ） 

・経口移行加算                     ２９円（実施した場合） 

     ・経口維持加算（Ⅰ）                              ４０６円（実施した場合） 

     ・経口維持加算（Ⅱ）                 １０２円（実施した場合） 

     ・緊急時治療加算                   ５２６円 

・栄養マネジメント強化加算              １２円（1 日につき） 

・再入所時栄養連携加算               ２０３円 

・口腔衛生管理加算Ⅱ                  １１２円（実施した場合１月につき） 

     ・科学的介護推進体制加算Ⅱ              ６１円 

     

 

    ＊特別診療を行った場合、下記料金が加算されます。 

      感染対策指導管理                              ６円（１日につき） 

      褥瘡対策指導管理（Ⅰ）                           ６円（該当する方１日につき） 

      初期入院治療管理                  ２５０円（入院した月のみ） 

      理学療法（Ⅰ）                   １２３円 

      作業療法                      １２３円 

      言語療法                      ２０３円 

      体制強化加算（理学・作業・言語）          ３５円 

      集団ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ療法                   ５０円 

      摂食機能療法                            ２０８円 

      短期集中リハビリテーション            ２４０円 

      理学・作業・言語療法に係る加算Ⅰ          ３３円（実施した場合 1 月につき） 

      理学・作業・言語療法に係る加算Ⅱ          ２０円（実施した場合 1 月につき） 

       

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（１割負担の方は加算の１割を、２割負担の方は加算の２割を、３割負

担の方は３割負担して頂きます） 

1 月の利用料金の５．１％（基本利用料＋各種加算料金） 

 

（４）食費及び居住費 

   ①  食  費             １，６８０円（朝食５６０円 昼食５６０円 夕食５６０円） 

                                  １，３６０円  （第３段階②の方） 

                       ６５０円 （第３段階①の方） 

                     ３９０円  （第２段階の方）  １日当たり 

                     ３００円  （第１段階の方） 

 

  ② 居住費 

 個  室 多床室 

・第４段階 １，７４０円 ４８０円 

・第３段階①・② １，３７０円 ４３０円 

・第２段階 ５５０円 ４３０円 

・第１段階 ５５０円 ０円 
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  ※病状悪化等により個室に入院した場合であっても、３０日を超した場合、個室の居住費が発生 

致します。 

  ※標準負担額減額認定証をお持ちの方は必ず窓口にご提示下さい。 

 

（５）その他の加算料金 

  ① 特別室利用料（１日当たり） 

   ・個 室       １，９８０円（税込み） 

   ・２人室       １，６５０円（税込み） 

  ② 理容代       ２，１４０円（税込み） 

③ 教養娯楽費       １００円（税込み） 

  ④  入院セット          ４７３円（税込み）（希望される方はワタキューセイモア様との契約と 

なり、直接請求がお手元に届くことになります。） 

  ⑤ 行事費          実  費 

  ⑥ 利用者の病状が急変した場合やＣＴ・ＭＲＩを行った場合、医療保険による一部負担金が発生する

ことがあります。 

 

（６）支払い方法 

・お支払い方法は、原則として金融機関口座自動引き落としとさせていただきます。 

・請求は毎月末日頃までに、前々月分の介護保険及び医療保険それぞれの請求書を発行し、その翌

月の１０日（１０日が土・日の場合はその後）に引き落とします。確認後、領収書を発行いたし

ます。  

 

 

 


